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(57)【要約】
【課題】簡易な構成により未知の熱伝導率を精度良く得
る技術を提供する。
【解決手段】測定対象の熱伝導率の仮の値を変化させて
シミュレーションした結果と、実測結果とから、測定対
象の熱伝導率を算出する。このとき実測環境をシンプル
なものとし、シミュレーションでその環境を再現しやす
くする。シンプルな実測環境として、対流、放射の影響
を抑え、伝導のみが支配的なものとする。また、温度差
を用いることにより、シミュレーション時に設定する境
界条件の誤差をキャンセルし、シミュレーションの精度
をさらに高める。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝導率算出方法であって、
　前記測定サンプルに熱を供給する発熱体に投入する電力を決定する投入電力決定ステッ
プと、
　前記発熱体に前記投入電力を投入して発熱させた際の前記測定サンプルの温度を、予め
定めた測定点において測定し、実測温度を得る温度測定ステップと、
　予め定められた複数の熱伝導率設定値それぞれに対応する前記測定サンプルの温度を推
定温度として算出する温度推定ステップと、
　前記複数の熱伝導率設定値毎の前記推定温度から熱伝導率と推定温度とを関連付ける近
似関数を決定する近似関数算出ステップと、
　前記近似関数上で、前記実測温度を用い、当該測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝
導率算出ステップと、を備えること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項２】
　請求項１記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記熱伝導率算出ステップでは、前記近似関数上で前記実測温度に対応する熱伝導率を
当該測定サンプルの熱伝導率とすること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項３】
　請求項１記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記温度測定ステップで前記実測温度を得る測定点は複数であり、
　前記温度推定ステップでは、前記複数の測定点それぞれの推定温度を算出し、
　前記近似関数算出ステップでは、前記複数の測定点それぞれについて前記近似関数を決
定し、
　前記熱伝導率算出ステップでは、前記測定点毎の近似関数上で、前記実測温度を用い、
当該測定サンプルの熱伝導率を算出すること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項４】
　請求項３記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記熱伝導率算出ステップでは、前記複数の測定点それぞれについて求めた前記近似関
数上で熱伝導率に対応する近似温度と実測温度との差の２乗和が最小となる熱伝導率を、
当該測定サンプルの熱伝導率とすること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項５】
　請求項１記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記温度測定ステップが前記実測温度を得る測定点は複数であり、
　前記温度推定ステップでは、前記複数の測定点それぞれの推定温度を算出し、
　前記近似関数算出ステップでは、前記複数の測定点間の推定温度の差である推定温度差
を算出し、当該測定点間毎に前記近似関数を熱伝導率と推定温度差とを関連付ける関数と
して決定し、
　前記熱伝導率算出ステップでは、前記複数の測定点間の実測温度の差である実測温度差
を算出し、前記測定点間毎の近似関数上で、前記実測温度差を用い、当該測定サンプルの
熱伝導率を算出すること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項６】
　請求項５記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記温度測定ステップが前記実測温度を得る測定点は３以上であり、
　前記熱伝導率算出ステップでは、前記複数の測定点間それぞれについて求めた前記近似
関数上で熱伝導率に対応する近似温度差と実測温度差との差の２乗和が最小となる熱伝導
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率を、当該測定サンプルの熱伝導率とすること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項７】
　請求項１から６記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記投入電力決定ステップでは、前記測定サンプル上の、前記発熱体に最も近い位置と
最も離れた位置との温度差が所定以上となる電力であって、最小の電力を、前記投入電力
と決定すること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項８】
　請求項１から７記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記温度測定ステップ直後に前記測定サンプルの表面の放射率を算出する放射率算出手
段をさらに備え、
　前記温度推定ステップでは、前記放射率も加味し、前記推定温度を算出すること
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項９】
　請求項１から８いずれか１項記載の熱伝導率算出方法であって、
　前記温度推定ステップでは、熱流体解析ソフトウェアを用い、前記推定温度を算出する
こと
　を特徴とする熱伝導率算出方法。
【請求項１０】
　測定サンプルの未知の熱伝導率を算出する熱伝導率算出システムであって、
　前記測定サンプルに熱を供給する発熱体に投入する投入電力を決定する投入電力決定手
段と、
　前記発熱体に前記電力を投入して発熱させた際の前記測定サンプルの温度を、予め定め
た測定点において測定し、実測温度を得る温度測定手段と、
　予め定められた複数の熱伝導率設定値それぞれに対応する前記測定サンプルの温度を推
定温度として算出する温度推定手段と、
　前記複数の熱伝導率設定値毎の前記推定温度から熱伝導率と推定温度とを関連付ける近
似関数を決定する近似関数算出手段と、
　前記近似関数上で、前記実測温度を用い、当該測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝
導率算出手段と、を備えること
　を特徴とする熱伝導率算出システム。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　測定サンプルに熱を供給する発熱体に投入する投入電力を決定する投入電力決定手段と
、
　前記発熱体に前記電力を投入して発熱させた際の前記測定サンプルの温度を、予め定め
た測定点において測定し、実測温度を得る温度測定手段と、
　測定サンプルの未知の熱伝導率の、予め定められた複数の設定値それぞれに対応する前
記測定サンプルの温度を推定温度として算出する温度推定手段と、
　前記複数の設定値毎の前記推定温度から熱伝導率と推定温度とを関連付ける近似関数を
決定する近似関数算出手段と、
　前記近似関数上で、前記実測温度を用い、当該測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝
導率算出手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体の未知の熱伝導率を算出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電気製品や電子機器の複雑化、小型化に伴い、構成部品の放熱等を考慮した熱設計が重
要になっている。製品内部の気流や熱などの熱流体現象を解析するにあたり、個々の構成
部品の正確な熱物性値を得ることは非常に重要である。熱物性値の中でも、特に、温度に
寄与する熱伝導率の把握は重要視されている。
【０００３】
　一般に、物体の熱伝導率を測定するためには、断熱体で覆ったヒータ、熱伝導率を測定
する対象の物体（測定サンプル）、および熱伝導率が既知の物体（既知サンプル）、を重
ね、それぞれの間に熱電対を取り付け、熱電対の出力を用いて算出する手法が用いられる
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　ところが、この手法を実現する装置は非常に高価である。例えば、０．０１～５０Ｗ／
ｍＫ程度の熱伝導率が低い物体の測定では、この手法の中でも熱線プローブ法やホットデ
ィスク法が用いられる。これを実現する装置の価格は約数百万円である。また、４００Ｗ
／ｍＫ以上といった熱伝導率の高い物体の測定ではレーザーフラッシュ法が用いられる。
これを実現する装置の価格は数千万円である。
【０００５】
　熱設計では、物体の一部に発熱体（ヒータ）を取り付けて加熱した場合の物体内の熱分
布を計算する熱流体解析ソフトウェアが利用されている。良く知られているものに、例え
ば、ＦＬＵＥＮＴ（登録商標）やＣＦｄｅｓｉｇｎ（登録商標）などがある。これらの熱
流体解析ソフトウェアに、ヒータ電力、ケース外空気などの境界条件と、物体の熱物性値
（熱伝導率、放射率、密度など）とを入力し、シミュレーションを行うことで、物体の熱
分布、すなわち、物体各部の温度を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２１５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　実測した物体の温度と、熱流体解析ソフトウェアによるシミュレーション結果とのフィ
ッティングにより、熱伝導率等の物性値を、高価な測定装置を使用することなく求めるこ
とが考えられるが、求められる物性値の信頼性を向上させることは困難であった。その原
因は、精度よく物体の温度を測定できたとしても、熱流体解析ソフトウェアで用いる境界
条件などを正確に入力することが困難であり、測定状態を精度よく再現してシミュレーシ
ョンすることが難しいためであると考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、簡易な構成により未知の熱伝導率を精度
良く得る技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、測定対象の熱伝導率の仮の値を変化させてシミュレーションして得た温度と
、実測温度とから、測定対象の熱伝導率を決定する。このとき、実測環境をシンプルなも
のとし、シミュレーションでその環境を再現しやすくし、実測温度とシミュレーションに
より得た温度との整合性を高める。
【００１０】
　具体的には、測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝導率算出方法であって、前記測定
サンプルに熱を供給する発熱体に投入する電力を決定する投入電力決定ステップと、前記
発熱体に前記投入電力を投入して発熱させた際の前記測定サンプルの温度を、予め定めた
測定点において測定し、実測温度を得る温度測定ステップと、予め定められた複数の熱伝
導率設定値それぞれに対応する前記測定サンプルの温度を推定温度として算出する温度推
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定ステップと、前記複数の熱伝導率設定値毎の前記推定温度から熱伝導率と推定温度とを
関連付ける近似関数を決定する近似関数算出ステップと、前記近似関数上で、前記実測温
度を用い、当該測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝導率算出ステップと、を備えるこ
とを特徴とする熱伝導率算出方法を提供する。
【００１１】
　また、測定サンプルの未知の熱伝導率を算出する熱伝導率算出システムであって、前記
測定サンプルに熱を供給する発熱体に投入する投入電力を決定する投入電力決定手段と前
記発熱体に前記電力を投入して発熱させた際の前記測定サンプルの温度を、予め定めた測
定点において測定し、実測温度を得る温度測定手段と、予め定められた複数の熱伝導率設
定値それぞれに対応する前記測定サンプルの温度を推定温度として算出する温度推定手段
と、前記複数の熱伝導率設定値毎の前記推定温度から熱伝導率と推定温度とを関連付ける
近似関数を決定する近似関数算出手段と、前記近似関数上で、前記実測温度を用い、当該
測定サンプルの熱伝導率を算出する熱伝導率算出手段と、を備えることを特徴とする熱伝
導率算出システムを提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、簡易な構成により未知の熱伝導率を精度良く得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一の実施形態の熱伝導率算出システムの構成図である。
【図２】第一の実施形態の温度測定装置を説明するための説明図である。
【図３】第一の実施形態の熱伝導率算出装置の機能ブロック図である。
【図４】第一の実施形態の熱伝導率算出処理のフローチャートである。
【図５】第一の実施形態の投入電力決定処理のフローチャートである。
【図６】（ａ）は第一の実施形態の測定点の位置を説明するための説明図であり、（ｂ）
は第一の実施形態の投入電力決定処理の測定結果を説明するための説明図である。
【図７】第一の実施形態の熱流体解析処理のフローチャートである。
【図８】第一の実施形態の熱流体解析結果のグラフである。
【図９】第二の実施形態の温度測定点を説明するための説明図である。
【図１０】第二の実施形態の熱流体解析処理のフローチャートである。
【図１１】第二の実施形態の熱流体解析結果のグラフである。
【図１２】第三の実施形態の熱流体解析結果に近似関数作成のための処理を施した後のグ
ラフである。
【図１３】実施例１のグラフである。
【図１４】実施例２のグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜＜第一の実施形態＞＞
　以下、本発明を適用する第一の実施形態について説明する。本発明の実施形態を説明す
るための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付し、その繰り返しの説明は
省略する。
【００１５】
　本実施形態の熱伝導率算出システムでは、実測値と熱流体解析ソフトウェアによるシミ
ュレーション結果とから、測定対象物体（測定サンプル）の所望の熱伝導率を求める。な
お、測定サンプルは、導電体、絶縁体などとする。
【００１６】
　従来、熱流体解析ソフトウェアでのシミュレーション値と実測値との整合性は低いこと
が知られている。これは、前述のように境界条件の入力が難しく、それに影響を受ける対
流、放射の影響を再現することが難しいためである。さらに、演算されるパラメータの中
で、対流・放射のパラメータは、オペレーションで設定したメッシュサイズにより変化す
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る。その結果、対流・放射の影響が大きい環境では、最終的に見積もられる温度結果がメ
ッシュサイズにより異なるという、メッシュサイズによる算出誤差も発生する。なお、メ
ッシュサイズを細かくすると精度は高まるが、計算時間とのトレードオフ関係にあるため
、極端に細かくすることは現実的ではない。また、ある一定のメッシュサイズでは、発熱
量が大きくなるとともに対流と反射とが促進されるため、対流・放射のパラメータが算出
結果に及ぼす影響が大きくなり、精度は悪化する。換言すると、適切なメッシュサイズで
あれば、発熱量が小さいほど実測との差異は小さくできる。熱伝導率推定において、熱流
体解析結果と実測の差異は小さい方が望ましい。従って、精度を高めるような最小の発熱
量で実測と熱流体解析を実施すればよい。そこで、本実施形態では、最小の発熱量で熱流
体解析ソフトウェアを用いたシミュレーションを行い、求めたシミュレーション結果と実
測値とから熱伝導率を精度よく求める。
【００１７】
　具体的には、後述する図４の投入電力決定処理において、熱伝導率算出にあたり、熱移
動のうち、対流・放射の影響が少なく伝導が支配的となる条件を実現するものとして、測
定サンプル上で温度差が生じる発熱量の中で最小の発熱量を実現する投入電力を決定する
。求めた条件で、実測およびシミュレーション（熱流体解析処理）をそれぞれ行い、実測
値に一致するシミュレーション条件を測定対象の熱伝導率とする。
【００１８】
　まず、本実施形態の熱伝導率算出システム全体の構成について説明する。図１は、本実
施形態の熱伝導率算出システム１００の構成図である。本図に示すように、本実施形態の
熱伝導率算出システム１００は、温度測定装置１１０と熱伝導率算出装置１２０とを備え
る。温度測定装置１１０は、熱伝導率算出装置１２０からの指示に従って、測定サンプル
の表面温度を測定する。熱伝導率算出装置１２０は、温度測定装置１１０による測定結果
と予め保持する熱流体解析ソフトウェアを用いたシミュレーション結果とから、熱伝導率
を算出する熱伝導率算出処理を行う。
【００１９】
　図２は、本実施形態の温度測定装置１１０を説明するための図である。本図に示すよう
に、温度測定装置１１０は、内部に測定サンプル１１１を設置する樹脂ケース１１２と、
測定サンプル１１１を熱するヒータ１１３と、測定サンプル１１１に接触させてその温度
を測定する熱電対１１４と、非接触でその放射エネルギー量を検知することで測定サンプ
ル１１１表面の温度を測定する放射温度計１１５と、を備える。
【００２０】
　ここで、放射温度計１１５は、測定サンプル１１１と対向して少なくとも１つ以上設置
される。設置場所は、ヒータ１１３などの発熱体からの放射エネルギーの影響を受けない
部分に設置することが好ましい。具体的には、例えば、ヒートシンクを測定する場合には
熱源から離れたフィン部を測定する。
【００２１】
　本実施形態の温度測定装置１１０は、熱伝導率算出装置１２０から指示された電力をヒ
ータ１１３に投入し、熱伝導率算出装置１２０で指示された測定点の温度を熱電対１１４
および／または放射温度計１１５で計測し、熱伝導率算出装置１２０に出力する。
【００２２】
　ヒータ１１３は、熱伝導グリスやシートなどのＴＩＭ（Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ）を介して測定サンプル１１１に取り付けられる。
【００２３】
　また、熱電対１１４は、少なくとも、予め定められた測定サンプル１１１上の温度を測
定する測定点に設置される。
【００２４】
　放射温度計１１５は、少なくとも、熱電対１１４による各測定点の近傍に設置される。
放射温度計１１５は、熱流体解析ソフトウェアでシミュレーションを行う際のパラメータ
としての放射率を求めるために用いる。熱電対１１４や熱電対１１４を固定するテープな
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どは、放射温度計１１５による温度計測の誤差要因となるため、測定箇所は、測定サンプ
ル１１１の表面であって、これらを含まない領域とする。従って、放射温度計１１５は、
その測定範囲をレーザポインタで認識できる構成が望ましい。
【００２５】
　樹脂ケース１１２は、温度測定時に外乱の影響を受けないように設けられる。用いる樹
脂には、熱伝導率が低い絶縁部材、例えば、アクリルやポリカーボネートなどが選択され
る。なお、樹脂ケース１１２の大きさは、対流と放射との影響を小さくするために測定の
際の発熱により樹脂ケース１１２内の空気温度が大きく上昇しない程度とする。
【００２６】
　図３は、本実施形態の熱伝導率算出装置１２０の機能ブロック図である。本図に示すよ
うに、本実施形態の熱伝導率算出装置１２０は、実測した温度と熱流体解析実測値と熱流
体解析ソフトウェアによるシミュレーション値とから熱伝導率を求める。これを実現する
ため、熱伝導率算出装置１２０は、ヒータ１１３を所望の発熱量で発熱させるためにヒー
タ１１３に投入する投入電力を決定する投入電力決定部２１０と、温度測定装置１１０を
動作させて測定サンプル１１１の所定の温度測定点の温度を計測するとともにシミュレー
ションに必要なパラメータを算出するパラメータ決定部２２０と、予め用意される熱伝導
率の仮設定値毎に熱流体解析ソフトウェアを用いてシミュレーションを行い、温度測定点
の温度を推定する熱流体解析を行う熱流体解析部２３０と、熱流体解析結果から熱伝導率
と温度との関係を特定する近似関数を作成する近似関数作成部２４０と、近似関数から熱
伝導率を算出する熱伝導率算出部２５０と、温度測定装置１１０から測定値を受け取り保
持する測定値保持部３１０と、シミュレーションの際に用いる測定対象の未知の熱伝導率
の仮設定値を保持する仮設定値保持部３２０と、を備える。ここでは、仮設定値保持部３
２０には、熱伝導率の仮設定値（熱伝導率設定値）として、予め入力された複数の異なる
値が、それぞれ一意に特定可能な識別情報とともに保持される。
【００２７】
　熱伝導率算出装置１２０は、例えば、ＣＰＵとメモリと記憶装置とを備える汎用の情報
処理装置で構成される。投入電力決定部２１０とパラメータ決定部２２０と熱流体解析部
２３０と近似関数作成部２４０と熱伝導率算出部２５０とは、記憶装置に格納されるプロ
グラムをＣＰＵがメモリにロードして実行することにより実現される。また、測定値保持
部３１０と仮設定値保持部３２０とは、記憶装置に構成される。なお、熱伝導率算出シス
テム１００による熱伝導率算出処理の途中に生成される各種の中間データも、記憶装置に
記憶される。
【００２８】
　本実施形態の熱伝導率算出システム１００による熱伝導率算出処理の流れを説明する。
図４は、本実施形態の熱伝導率算出処理の処理フローである。
【００２９】
　ユーザから開始の指示を受け付けると、まず、投入電力決定部２１０が、測定サンプル
１１１の温度を測定する際のヒータ１１３への投入電力を決定する投入電力決定処理を行
う（ステップＳ１１０１）。これにより、上述したように対流・放射の影響の少ない、伝
導が支配的となるヒータ発熱量を実現する投入電力を求める。また、このヒータ発熱量は
、後述する熱流体解析に用いる。
【００３０】
　次に、パラメータ決定部２２０は、温度測定装置１１０に、ステップＳ１１０１で決定
した投入電力をヒータ１１３に投入させ、熱電対１１４により、測定サンプル１１１の予
め定められた測定点（温度測定点）の温度を測定させる（ステップＳ１１０２）。次に、
放射温度計１１５で測定した測定点の温度が熱電対１１４で測定した温度と同じになるよ
うに、放射温度計に入力する放射率を変化させることにより、温度測定点の放射率を求め
る（ステップＳ１１０３）。本実施形態では、温度測定点は１点とする。温度測定点は、
発熱源であるヒータ１１３の近傍とする。発熱源近傍は、対流や放射の影響が少なく、シ
ミュレーションでその環境を再現しやすいためである。なお、パラメータ決定部２２０は
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、測定した温度を測定点に対応づけて測定値保持部３１０に記憶する。また、算出した放
射率、ステップＳ１１０１で決定した投入電力（発熱量）も測定値保持部３１０に記憶す
る。
【００３１】
　次に、熱流体解析部２３０は、予め記憶装置に保持する熱流体解析ソフトウェアを用い
て熱流体解析処理を行う（ステップＳ１１０４）。このとき、入力パラメータのうち、発
熱量、放射率については、測定値保持部３１０に保持するデータを、熱伝導率については
、仮設定値保持部３２０に保持する複数の熱伝導率設定値を用いる。
【００３２】
　次に、近似関数作成部２４０は、熱流体解析結果を用い、熱伝導率と温度との関係を示
す関数の近似式を決定し、近似関数を生成する（近似関数生成処理：ステップＳ１１０５
）。そして、熱伝導率算出部２５０は、近似関数にステップＳ１１０２で実測した温度を
代入することにより、測定サンプル１１１の熱伝導率を求め（ステップＳ１１０６）、処
理を終了する。
【００３３】
　以下、各処理の詳細について説明する。
【００３４】
　まず、ステップＳ１１０１の、投入電力決定部２１０による投入電力決定処理を説明す
る。投入電力決定部２１０は、温度測定装置１１０を用いて温度を実測しながら投入電力
を決定する。
【００３５】
　前述したように、熱流体解析ソフトウェアを用いて算出する温度（推定温度）の精度を
向上させることは難しい。これは、熱流体解析では伝導、対流、放射といった、複数の異
なる形態の熱移動を扱い、現象が複雑になっていることが一因である。これらの熱移動の
要因の中で、１の要因が支配的となるような環境において実測を行うことにより、モデル
化する環境を単純化し、シミュレーションでその環境を再現しやすいものとする。
【００３６】
　本実施形態では、対流や放射の影響が少なく、伝導が支配的となる環境下で実測を行う
。このような環境は、できるだけヒータ１１３の発熱量を小さくし、かつ、測定サンプル
１１１上の２つの測定点間には測定可能な程度の温度差が生じるようにすることで実現で
きる。ヒータ１１３の発熱量を小さくすることにより、測定サンプル１１１において対流
と放射との影響を少なくできるためである。また、測定点間に測定可能な温度差が生じる
ようにすることで、測定サンプル１１１における伝導の影響を確認できる。本実施形態で
は、測定サンプル１１１の２つの測定点間の温度差が所定以下（例えば、１０℃以下）と
なる投入電力を求める。適切な温度差は測定サンプル１１１の大きさ、素材等によって異
なり、例えば、１００ｍｍ角１ｍｍ厚の銅平板では、２℃である。
【００３７】
　なお、投入電力決定処理の測定点は、少なくとも２点を設定する。一方の測定点（第一
の測定点）は、ヒータ１１３近傍の位置に、他方の測定点（第二の測定点）は、第一の測
定点から、熱伝導による等軸上で出来うる限り距離をおいて設置する。これは、温度差が
ない（２点間の温度差が０℃となる）場合、熱伝導率算出の計算が発散し、解が求められ
ないためである。なお、測定点を３点以上設定する場合は、両端の２点について、この条
件を満たすよう設定し、残りの点については、その間に等間隔に設定する。
【００３８】
　また、測定は、常温・常圧下で行い、ヒータ１１３の電力を投入後、測定サンプル１１
１と樹脂ケース１１２内の空気温度とが定常状態に達してから行う。
【００３９】
　図５は、本実施形態の投入電力決定処理の処理フローである。ここでは、測定点として
２点設定する場合を例にあげて説明する。また、初期電力（ＰＷ０）と、投入する電力（
ＰＷ）の変化量（ΔＰＷ）と、温度差の有無の判定に用いる閾値ΔＴ０と、は予め定めら
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れ、記憶装置に保持される。
【００４０】
　まず、投入電力決定部２１０は、ヒータ１１３に投入する電力（ＰＷ）として初期電力
（ＰＷ０）を設定し、当該電力を投入するよう温度測定装置１１０に指示を出す（ステッ
プＳ１２０１）。それを受けて、温度測定装置１１０では、投入電力（ＰＷ）に初期電力
（ＰＷ０）を設定し、測定サンプル１１１を熱する（ステップＳ１２０２）。そして、温
度測定装置１１０では、設定した測定点２点の温度を測定する（ステップＳ１２０３）。
測定点は、上記条件に従って設定される。また、温度の測定は、熱電対１１４による接触
法、放射温度計１１５による非接触法のいずれであってもよい。また、この他の手法を用
いてもよい。
【００４１】
　温度測定装置１１０から測定結果を受け取ると、投入電力決定部２１０は、２点の測定
結果間に所定の温度差（ΔＴ０）が発生したか否かを判別する（ステップＳ１２０４）。
ここでは、両測定点間の温度差ΔＴが閾値ΔＴ０以上の場合、温度差が発生したと判別す
る。温度差が発生したと判別された場合、その時点で設定されている電力（ＰＷ）を、投
入電力と決定する（ステップＳ１２０５）。なお、ヒータ１１３は温度によって内部抵抗
が変動するため、時間の経過に伴い、滑らかに消費電力は下がる。従って、後述する熱流
体解析処理に用いる発熱量は、ヒータ１１３の消費電力が十分低下した後の最終電力値を
用いる。
【００４２】
　一方、ステップＳ１２０４において、両測定点間に温度差が発生していないと判別され
た場合、電力ＰＷを、予め定めた変化量（ΔＰＷ）増加させ（ステップＳ１２０６）、ス
テップＳ１２０２に戻る。
【００４３】
　以上の手順で投入電力を決定する具体例を図６に示す。図６（ａ）は、測定点の位置を
説明するための図である。ここでは、測定サンプル１１１が、１００ｍｍ角１ｍｍ厚の銅
平板で、測定点１１（第一の測定点）が、ヒータ１１３が設置される端部から２０ｍｍの
位置に設置され、測定点１２（第二の測定点）が、同端部から８０ｍｍの位置に設置され
る。初期電力ＰＷ０は０．５Ｗ、変化量ΔＰＷは０．５Ｗ、温度差の有無の判定に用いる
閾値ΔＴ０は２℃とする。
【００４４】
　図６（ｂ）は、投入電力決定処理実行中の温度測定結果を示す。本図に示す結果から、
上記条件では、電力ＰＷを、０．５Ｗから０．５Ｗ刻みで上昇させると、２Ｗの時点で測
定点１１と測定点１２との温度差ΔＴが閾値である２℃に達する。従って、この場合、投
入電力を、２Ｗと決定する。
【００４５】
　次に、上記熱伝導率算出処理のステップＳ１１０４の熱流体解析部２３０による熱流体
解析処理を説明する。図７は、熱流体解析処理の処理フローである。
【００４６】
　ここでは、市販の熱流体解析ソフト（例えば、ＦＬＵＥＮＴ（登録商標）、ＣＦｄｅｓ
ｉｇｎ（登録商標））などを用いて行う。また、仮設定値保持部３２０には、熱伝導率設
定値として、文献値・公表値などを参考に決定する概略値と、当該概略値を基準に、その
±３０％、±６０％等正負同じ幅で変化させた、少なくとも３つ、好ましくは５つ以上の
異なる値を保持する。ここでは、Ｎ個（Ｎは３以上の自然数）の異なる熱伝導率設定値が
、１からＮまでの番号に対応づけて保持されているものとする。なお、熱伝導率の変化に
対し温度変化が大きくなる領域（凡そ１００［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］以下）では、さらに保持
する熱伝導率の値を追加してもよい。
【００４７】
　熱流体解析処理開始の指示を受け付けると、熱流体解析部２３０は、まず、カウンタｎ
を１とする（ステップＳ１３０１）。熱流体解析に必要なヒータ１１３、ＴＩＭ、測定サ
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ンプル１１１、樹脂ケース１１２、樹脂ケース１１２内空気、樹脂ケース１１２外空気を
３次元ＣＡＤによりモデリングし、解析モデルを生成する（ステップＳ１３０２）。
【００４８】
　この際、解析結果と実測温度との差異が大きくならない程度に、測定した状態を再現し
ておく。これは、実際の温度測定環境とシミュレーションに用いる環境とを一致させるこ
とを意味する。具体的な手順としては、まず、実際の温度測定において、外乱の影響を受
けないように、測定サンプル１１１を樹脂ケース１１２に入れて測定する。ここで、外乱
としては、空気の対流や他の熱源からの放射が挙げられる。そして、シミュレーションで
も、モデリングや条件設定を行って、その算出時に用いる環境として上記実測環境を再現
する。
【００４９】
　次に、解析前処理を行う（ステップＳ１３０３）。解析前処理として、ここでは、解析
モデルで特定される解析空間を分割するメッシュを生成し、熱流体解析ソフトウェアに設
定する。また、樹脂ケース１１２外の空気温度、ステップＳ１１０１で算出したヒータ１
１３の発熱量等の境界条件と、ステップＳ１１０３で算出した放射率、密度など、熱伝導
率以外の熱伝導率とを熱流体解析ソフトに設定する。密度等は、予め入力し、記憶装置に
保持しておく。
【００５０】
　次に、熱伝導率を熱流体解析ソフトウェアの熱伝導率に設定する（ステップＳ１３０４
）。ここでは、仮設定値保持部３２０に保持されている、ｎ番目の熱伝導率設定値を設定
する。
【００５１】
　そして、熱流体解析ソフトを用い、温度測定点の温度をシミュレーションにより算出す
る（ステップＳ１３０５）。なお、算出した温度は、推定温度として、ステップＳ１３０
４で設定した熱伝導率設定値に対応づけて記憶装置に記憶する。
【００５２】
　全ての熱伝導率設定値について処理を終えたか判別し（ｎ＝Ｎ？）（ステップＳ１３０
６）。終えていれば、処理を終了する。一方、未処理の熱伝導率設定値があれば、カウン
タｎを１インクリメントし（ステップＳ１３０７）、ステップＳ１３０４に移行し、処理
を続ける。
【００５３】
　以上により、本実施形態の熱流体解析部２３０は、熱流体解析結果としてそれぞれの熱
伝導率設定値と温度測定点の推定温度との関係を得ることができる。
【００５４】
　次に、上記熱流体解析処理のステップＳ１１０５における、近似関数作成部２４０によ
る近似関数作成処理について説明する。
【００５５】
　ここでは、上記熱流体解析結果を、横軸を熱伝導率、縦軸を温度としたグラフにプロッ
トし、プロット結果の近似曲線を表す式（近似式）を決定する。図８に、熱伝導率設定値
毎の推定温度のプロット結果を示す。ここでは、熱伝導率設定値が５種保持されている場
合を例示する。このプロット結果の近似式を近似関数と決定する。
【００５６】
　熱伝導率算出部２５０は、求めた図８の近似曲線ｆ（ｘ）を示す関数に、ステップＳ１
１０２で実測した温度（Ｔ）を代入することにより、測定サンプルの熱伝導率（ここでは
、熱伝導率）ｆ（Ｔ）を求めることができる。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、実測温度とシミュレーション結果とを用い
て未知の熱伝導率を算出するにあたり、対流と放射との影響を抑え、伝導が支配的となる
環境で温度を実測する。このような環境は、熱流体解析ソフトウェアによるシミュレーシ
ョンで再現しやすいため、実測環境とシミュレーション環境との乖離による誤差を低減す
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ることができる。従って、高い精度で未知の熱伝導率を算出することができる。
【００５８】
　また、実測時に用いる温度測定装置１１０は、簡易で安価な構成である。従って、本実
施形態によれば、高価な熱伝導率測定装置を用いることなく、低コストで未知の熱伝導率
を精度良く得ることができる。
【００５９】
　さらに、本実施形態の温度測定装置１１０は、高価な熱伝導率測定装置に使用される断
熱材を使用する必要がないため、環境負荷を少なくすることができる。
【００６０】
　なお、本実施形態では、パラメータ決定処理において測定サンプル１１１の温度測定点
の温度を測定しているが、ここで測定を行わず、投入電力決定処理において得た、ヒータ
１１３近傍の測定点の温度を用いるよう構成してもよい。この場合、投入電力決定処理に
おいて、測定した温度を測定値保持部３１０に記憶する。
【００６１】
　＜＜第二の実施形態＞＞
　本発明を適用する第二の実施形態について説明する。本実施形態は、基本的に第一の実
施形態と同様である。ただし、第一の実施形態では、温度を実測する温度測定点を１点と
したが、本実施形態では、この温度測定点を複数設定する。これにより、求める熱伝導率
の精度を向上させる。以下、本実施形態の構成を、第一の実施形態と異なる構成に主眼を
おいて説明する。
【００６２】
　本実施形態の熱伝導率算出システム１００は、基本的に第一の実施形態と同様の構成を
有する。ただし、本実施形態では、測定サンプル１１１上の複数の点を計測するため、温
度測定装置１１０における熱電対１１４は、少なくとも温度測定点の数、備える。
【００６３】
　本実施形態の投入電力決定部２１０による投入電力決定処理およびパラメータ決定部２
２０によるパラメータ決定処理は、基本的に第一の実施形態と同様である。ただし、本実
施形態のパラメータ決定部２３０は、複数の測定点で温度を測定する。そして、得られた
複数の実測温度を、温度測定点に対応づけて測定値保持部３１０に記憶する。また、放射
率は、いずれか一箇所の温度測定点で算出する。
【００６４】
　なお、本実施形態では、温度測定点は、２点以上であればよいが、３点以上設定するこ
とが望ましい。温度測定点を２点とする場合は、１点を発熱源であるヒータ１１３の近傍
に設定し、他点を、そこから可能な限り距離を置いた位置に設定する。これは、温度測定
点間の温度差ができる限り大きい方が測定誤差の影響を相対的に小さくすることができる
ためである。また、温度測定点を３点以上とする場合は、両端の点を上記のように設定し
た２点間に残りの点を等間隔で設ける。図９に温度測定点を３点（点Ａ、点Ｂ、点Ｃ）設
ける場合を例示する。
【００６５】
　次に、本実施形態の熱流体解析部２３０による熱流体解析処理について説明する。本実
施形態の熱流体解析部２３０による熱流体解析処理は、基本的には第一の実施形態と同様
である。
【００６６】
　本実施形態の熱流体解析部２３０による熱流体解析処理の処理フローを図１０に示す。
ここでは、第一の実施形態と同様にＮ個（Ｎは３以上の自然数）の異なる熱伝導率設定値
が保持されているものとし、温度測定点はＭ個（Ｍは２以上の自然数）とする。
【００６７】
　まず、カウンタｎおよびｍを１とする（ステップＳ１４０１）。そして、３次元ＣＡＤ
により解析モデルを生成する（ステップＳ１４０２）。次に、解析前処理を行う（ステッ
プＳ１４０３）。
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【００６８】
　次に、熱伝導率を設定する（ステップＳ１４０４）。ここでは、仮設定値保持部３２０
に保持される、ｎ番目の熱伝導率設定値を設定する。
【００６９】
　そして、熱流体解析ソフトを用い、温度測定点の温度を算出する（ステップＳ１４０６
）。なお、算出した温度は、推定温度として、温度測定点とステップＳ１４０４で設定し
た熱伝導率設定値とに対応づけて記憶装置に記憶する。
【００７０】
　全ての熱伝導率設定値について処理を終えたか判別し（ｎ＝Ｎ？）（ステップＳ１４０
６）。未処理の熱伝導率設定値があれば、ｎを１インクリメントし（ステップＳ１４０７
）、ステップＳ１４０４に移行し、処理を続ける。
【００７１】
　一方、ステップＳ１４０６で、全ての熱伝導率設定値について処理を終えたものと判別
された場合、全ての温度測定点について処理を終えたか判別し（ｍ＝Ｍ？）（ステップＳ
１４０８）、終えていれば、処理を終了する。一方、未処理の温度測定点があれば、カウ
ンタｍを１インクリメントするとともに、カウンタｎを１とし（ステップＳ１４０９）、
ステップＳ１４０４に移行し、処理を続ける。
【００７２】
　以上により、本実施形態の熱流体解析部２３０は、熱流体解析結果として温度測定点毎
に、熱伝導率設定値毎の推定温度を得る。
【００７３】
　次に、本実施形態の近似関数作成部２４０による近似関数作成処理について説明する。
近似関数作成処理も基本的に第一の実施形態と同様であるが、本実施形態では、測定点毎
に近似関数を作成する。
【００７４】
　すなわち、本実施形態の近似関数作成部２４０は、まず、上記熱流体解析結果を、横軸
を熱伝導率、縦軸を温度としたグラフにプロットし、温度測定点毎に、プロット結果の近
似式を決定する。図１１に、温度測定点を３点（点Ａ、点Ｂ、点Ｃ）とした場合の、熱伝
導率設定値毎の推定温度のプロット結果を示す。そして、本実施形態の近似関数作成部２
４０は、このプロット結果から第一の実施形態と同様の手法で、温度測定点毎の近似関数
を決定する。ここでは、３つの近似関数が得られる。
【００７５】
　次に、本実施形態の熱伝導率算出部２５０による、熱伝導率算出処理について説明する
。本実施形態では、複数の近似関数が得られる。各温度測定点の実測温度を、それぞれ、
ＴＡ、ＴＢ、ＴＣとし、図１１に示す各温度測定点の近似関数を、それぞれｆＡ（ｘ）、
ｆＢ（ｘ）、ｆＣ（ｘ）とすると（ここで、ｘは熱伝導率）、各実測温度に対応する熱伝
導率は、それぞれ、ｆＡ（ＴＡ）、ｆＢ（ＴＢ）、ｆＣ（ＴＣ）となる。
【００７６】
　実測温度に対応する熱伝導率が、各温度測定点について同じとなる場合は、第一の実施
形態と同様に、近似関数上で実測温度に対応する熱伝導率を、測定サンプル１１１の熱伝
導率と算出する。すなわち、ｆＡ（ＴＡ）＝ｆＢ（ＴＢ）＝ｆＣ（ＴＣ）の場合、熱伝導
率算出部２５０は、ｆＡ（ＴＡ）を熱伝導率とする。
【００７７】
　一方、いずれかの近似関数から算出した実測温度に対応する熱伝導率が異なる場合は、
熱伝導率算出部２５０は、以下の手法で実測温度と推定温度との差異が最小となる熱伝導
率を求め、測定サンプル１１１の熱伝導率とする。具体的な手法を、温度測定点が３点の
場合を例にあげて説明する。
【００７８】
　まず、各温度測定点について、実測温度と、熱伝導率をｘとした場合の近似関数から得
られる推定温度との差を算出する式ＦＡ（ｘ）、ＦＢ（ｘ）、ＦＣ（ｘ）を求める。ここ
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で、ＦＡ（ｘ）、ＦＢ（ｘ）、ＦＣ（ｘ）は、それぞれ、
　ＦＡ（ｘ）＝ＴＡ－ｆＡ（ｘ）
　ＦＢ（ｘ）＝ＴＢ－ｆＢ（ｘ）
　ＦＣ（ｘ）＝ＴＣ－ｆＣ（ｘ）
と表される。
【００７９】
　そして、熱伝導率算出部２５０は、ＦＡ（ｘ）、ＦＢ（ｘ）、ＦＣ（ｘ）の２乗和（Ｇ
（ｘ）＝（ＦＡ（ｘ））２＋（ＦＢ（ｘ））２＋（ＦＣ（ｘ））２）を最小とするｘを算
出し、測定サンプルの熱伝導率とする。
【００８０】
　以上説明したように、本実施形態によれば、第一の実施形態同様の環境で測定サンプル
１１１の温度を実測するとともに熱流体解析ソフトウェアによるシミュレーションを行う
ため、第一の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００８１】
　さらに、本実施形態によれば、複数の温度測定点で測定した実測温度を用い、熱伝導率
を算出している。測定サンプル１１１全体の測定数を増やすことにより、算出結果につい
て測定誤差の影響を小さくすることができるため、本実施形態によれば、より高い精度で
測定サンプル１１１の熱伝導率を得ることができる。
【００８２】
　本実施形態においても、投入電力決定処理において温度を測定する測定点の数と、温度
測定点の数とが同じであれば、第一の実施形態と同様、パラメータ決定処理において改め
て測定点の温度を測定せず、投入電力決定処理において測定した温度を用いるよう構成し
てもよい。
【００８３】
　なお、熱伝導率算出処理において、実測温度に対応する熱伝導率が近似関数毎に異なる
場合の処理は、上記手法に限られない。例えば、各温度測定点について得られた熱伝導率
の平均を、測定サンプル１１１の熱伝導率と算出してもよい。
【００８４】
　＜＜第三の実施形態＞＞
　本発明を適用する第三の実施形態について説明する。本実施形態は、基本的に第二の実
施形態と同様である。ただし、第二の実施形態では、温度測定点毎に、実測温度および推
定温度をそのまま用いて熱伝導率を算出しているが、本実施形態では、各温度測定点間の
温度差を用いて熱伝導率を算出する。これにより、求められる熱伝導率の精度を向上させ
る。以下、本実施形態の構成を、第二の実施形態と異なる構成に主眼をおいて説明する。
【００８５】
　本実施形態の熱伝導率算出システム１００は、第二の実施形態と基本的に同様の構成を
有する。すなわち、第二の実施形態と同様の手法で投入電力を決定し、同様の手法で熱流
体解析結果を得る。ただし、上述のように、本実施形態では、熱伝導率を算出するにあた
り、各測定点間の温度差を用いるため、近似関数作成処理が異なる。
【００８６】
　本実施形態の近似関数作成部２４０による近似関数作成処理について説明する。本実施
形態の近似関数作成部２４０は、記憶装置に保持される熱流体解析結果で得た温度測定点
毎の推定温度から、熱伝導率毎に、各温度測定点間の推定温度差を算出する。推定温度差
は、温度測定点の全組合せについて算出する。
【００８７】
　例えば、第二の実施形態のように、温度測定点が３点（点Ａ、点Ｂ、点Ｃ）の場合、点
Ａと点Ｂとの間の推定温度差ｔＡＢ、点Ａと点Ｃとの間の推定温度差ｔＡＣ、点Ｂと点Ｃ
との間の推定温度差ｔＢＣを算出する。なお、各温度測定点の推定温度をそれぞれｔＡ、
ｔＢ、ｔＣとすると、それぞれ、ｔＡＢ＝ｔＡ－ｔＢ、ｔＡＣ＝ｔＡ－ｔＣ、ｔＢＣ＝ｔ
Ｂ－ｔＣである。
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【００８８】
　得られた各温度差を、温度測定点間毎に、横軸を熱伝導率、縦軸を温度差とするグラフ
にプロットし、プロット結果の近似式を決定する。図１２に、温度測定点が３点の場合の
、熱伝導率設定値毎の推定温度の温度差のプロット結果を示す。本実施形態においても、
熱伝導率設定値は５種保持されている場合を例示する。近似関数作成部２４０は、上記各
実施形態同様の手法で、このプロット結果の近似式を算出し、温度測定点間毎の近似関数
と決定する。
【００８９】
　次に、本実施形態の熱伝導率算出部２５０による熱伝導率算出処理について説明する。
本実施形態では、各温度測定点間の実測温度差と推定温度差から得た複数の近似関数とか
ら熱伝導率を推定する。
【００９０】
　例えば、温度測定点が点Ａおよび点Ｃの２点の場合、得られる近似関数は１つである。
従って、熱伝導率算出部２５０は、第一の実施形態同様、この近似関数上で、実測温度の
温度差に対応する熱伝導率を、測定サンプル１１１の熱伝導率とする。
【００９１】
　一方、温度測定点が３点（点Ａ、点Ｂ、点Ｃ）の場合は、まず、各温度測定点間の実測
温度差を算出する。各温度測定点の実測温度をそれぞれＴＡ、ＴＢ、ＴＣとすると、点Ａ
と点Ｂとの間の実測温度差ＴＡＢはＴＡ－ＴＢ、点Ａと点Ｃとの間の実測温度差ＴＡＣは
、ＴＡ－ＴＣ、点Ｂと点Ｃとの間の実測温度差ＴＢＣは、ＴＢ－ＴＣと求められる。ここ
で、図１２に示す、各測定点の温度差と熱伝導率設定値との関係から算出された近似関数
を、それぞれｆＡＢ（ｘ）、ｆＡＣ（ｘ）、ｆＢＣ（ｘ）とすると（ここで、ｘは熱伝導
率）、各温度測定点間の実測温度差に対応する熱伝導率は、それぞれ、ｆＡＣ（ＴＡＣ）
、ｆＡＢ（ＴＡＢ）、ｆＢＣ（ＴＢＣ）となる。
【００９２】
　第二の実施形態同様、各温度測定点間の実測温度差に対応する熱伝導率が、各近似関数
で同じとなる場合は、第二の実施形態と同様、近似関数上で実測温度差に対応する熱伝導
率を、測定サンプルの熱伝導率とする。すなわち、ｆＡＣ（ＴＡＣ）＝ｆＡＢ（ＴＡＢ）
＝ｆＢＣ（ＴＢＣ）の場合、熱伝導率算出部２５０は、ｆＡＣ（ＴＡＣ）を熱伝導率とす
る。
【００９３】
　一方、実測温度差に対応する熱伝導率が、近似関数毎に異なる場合は、熱伝導率算出部
２５０は、以下の手法で、実測温度差と推定温度差との差異が最小となる熱伝導率を求め
、測定サンプル１１１の熱伝導率とする。
【００９４】
　まず、各温度測定点間について、実測温度差と、熱伝導率がｘの場合の近似関数から得
られる推定温度差との差を算出する式ＦＡＢ（ｘ）、ＦＡＣ（ｘ）、ＦＢＣ（ｘ）を求め
る。式ＦＡＢ（ｘ）、ＦＡＣ（ｘ）、ＦＢＣ（ｘ）は、それぞれ、
　ＦＡＢ（ｘ）＝ＴＡＢ－ｆＡＢ（ｘ）
　ＦＡＣ（ｘ）＝ＴＡＣ－ｆＡＣ（ｘ）
　ＦＢＣ（ｘ）＝ＴＢＣ－ｆＢＣ（ｘ）
となる。
【００９５】
　そして、熱伝導率算出部２５０は、ＦＡＢ（ｘ）、ＦＡＣ（ｘ）、ＦＢＣ（ｘ）の２乗
和（ＧＧ（ｘ）＝（ＦＡＢ（ｘ））２＋（ＦＡＣ（ｘ））２＋（ＦＢＣ（ｘ））２）を最
小とするｘを計算し、測定サンプル１１１の熱伝導率とする。
【００９６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、上記各実施形態同様の環境で測定サンプル
１１１の温度を実測するとともに熱流体解析ソフトウェアによるシミュレーションを行う
ため、上記各実施形態と同様の効果を得ることができる。
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【００９７】
　また、本実施形態によれば、近似関数を複数の温度測定点の推定温度について、温度測
定点間の温度差から決定し、熱伝導率を、この温度差と複数の温度測定点で測定した実測
温度の温度測定点間の温度差とを用いて算出する。これにより、よりシミュレーション結
果と実測との差異を小さくすることが出来、得られる熱伝導率の精度も高まる。
【００９８】
　一般に、熱流体解析ソフトによるシミュレーション結果と実測結果との差異を熱伝導率
が算出できる程度（±５℃以内）に抑えることは非常に困難であることが知られている。
このようなシミュレーション結果と実測結果との乖離は、対流と放射のパラメータに起因
すると考えられる。一方、部材内部の熱移動である熱伝導は両結果に影響を与えにくいパ
ラメータである。そこで、本実施形態のように、温度の絶対値ではなく温度差（測定サン
プル１１１内部の熱伝導）を用い、近似曲線の決定、および、この近似曲線と実測値によ
る熱伝導率の算出を行うと、実測結果とシミュレーション結果との誤差が少ない状態で熱
伝導率を算出することができる。このため、高い精度で熱伝導率の算出を行うことができ
る。
【００９９】
　なお、熱伝導率算出処理において、実測温度に対応する熱伝導率が近似関数毎に異なる
場合の処理は、上記手法に限られない。例えば、各温度測定点について得られた熱伝導率
の平均を、測定サンプル１１１の熱伝導率と算出してもよい。
【０１００】
　本実施形態においても、投入電力決定処理において温度を測定する測定点の数と、温度
測定点の数とが同じであれば、第一の実施形態と同様、パラメータ決定処理において改め
て測定点の温度を測定せず、投入電力決定処理において測定した温度を用いるよう構成し
てもよい。
【０１０１】
　＜＜実施例１＞＞
　以下、本発明の実施例を示す。まず、第一および第二の実施形態の実施例を示す。ここ
では、１００ｍｍ角×１ｍｍの銅平板（３９０Ｗ／ｍＫ）と１５０ｍｍ×５０ｍｍ×５０
ｍｍのアルミ合金（１７０Ｗ／ｍＫ）の成型品を被測定物（測定サンプル）１１１とし、
投入電力は測定点の温度差が２℃となる２Ｗとした。また、熱伝導率設定値として、２０
０Ｗ／ｍＫ、３００Ｗ／ｍＫ、４００Ｗ／ｍＫ、５００Ｗ／ｍＫ、６００Ｗ／ｍＫの５種
を用いた。また、温度測定点は、図９に示す３点（それぞれ、Ａ点、Ｂ点、Ｃ点）とした
。熱流体解析ソフトウェアとして、ＣＦｄｅｓｉｇｎ（登録商標）を用いた。
【０１０２】
　図１３は、上記第二の実施形態の手法に従って、熱伝導率算出処理を行い、シミュレー
トして得た熱伝導率設定値毎の推定温度を、温度測定点毎にフィッティングした近似曲線
のグラフである。
【０１０３】
　このとき、温度測定点Ａでの実測温度は、４６．９℃であった。また、測定点Ｂでの実
測温度は、４５．７℃であり、測定点Ｃでの実測温度は、４５．２℃であった。図１３の
グラフから測定サンプル１１１の熱伝導率として、発熱源近傍の温度測定点Ａによる結果
から、約６２．５Ｗ／ｍＫを得た。ここでは、熱伝導率の公表値が３９０Ｗ／ｍＫといっ
た高い熱伝導率を有するアルミ合金による成型品を用いたが、熱伝導率が１０Ｗ／ｍＫ程
度と低い高熱伝導樹脂などでは、第一および第二の実施形態の温度による熱伝導率推定の
精度はさらに高まる。
【０１０４】
　＜＜実施例２＞＞
　次に、第三の実施形態の実施例を示す。測定サンプル１１１、投入電力、用いた熱伝導
率設定値、温度測定点、使用した熱流体解析ソフトウェアは、上記実施例１と同じとした
。
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【０１０５】
　図１４は、上記第三の実施形態の手法に従って、熱伝導率算出処理を行い、シミュレー
トして得た熱伝導率設定値毎の、Ａ点とＢ点との推定温度差、Ａ点とＣ点との推定温度差
、Ｂ点とＣ点との推定温度差それぞれの近似曲線のグラフである。
【０１０６】
　各点の実測温度は、上記第二の実施例のとおりである。従って、測定サンプル１１１の
熱伝導率として、４５６Ｗ／ｍＫを得る。この値は公表値３９０Ｗ／ｍＫと１７％の差異
となり、測定対象が高い熱伝導率を有する場合であっても、実施例１よりもさらに精度良
く測定できることが分かる。
【符号の説明】
【０１０７】
１１：測定点、１２：測定点、１００：熱伝導率算出システム、１１０：温度測定装置、
１１１：測定サンプル、１１２：樹脂ケース、１１３：ヒータ、１１４：熱電対、１１５
：放射温度計、１２０：熱伝導率算出装置、２１０：投入電力決定部、２２０：パラメー
タ決定部、２３０：熱流体解析部、２４０：近似関数作成部、２５０：熱伝導率算出部、
３１０：測定値保持部、３２０：仮設定値保持部

【図１】

【図２】

【図３】
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